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Ⅰ．問題の所在と目的

　学校教育法施行令第22条の３において，病弱者とは，
「慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾患，悪性新
生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制
を必要とする程度のものと，身体虚弱の状態が継続し
て生活規制を必要とする程度のもの」を指す。特別支
援学校（病弱）は，病気や障害の程度がこの規定に当
てはまる児童生徒を対象とした学校である。発達障害
のみの診断では病弱教育の対象とはならないが，近年
は自閉症スペクトラムや注意欠如・多動症等の発達障

害の診断があった子どもが，うつや愛着障害，適応障
害等の診断を受けて入学することが増えている（丹羽，
2019）。こうした精神的な問題が児童虐待，家庭の逆
境的養育環境，保護者の過干渉・過介入，学校等での
叱責やいじめ，性犯罪や暴力の被害，災害等による環
境要因から生じている場合，発達障害の生来的障害特
性である一次障害に対して，獲得性の問題である二次
障害と捉えられる（齊藤，2015）。発達障害のある生
徒が在籍するのは特別支援学校（病弱）だけではない
が，国立特別支援教育総合研究所（2012）が実施した
全国調査によると，視覚障害，聴覚障害，知的障害，
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肢体不自由，病弱の５障害のうち，特別支援学校高等
部及び専攻科に発達障害のある生徒が在籍していると
の回答の割合が最も高かったのは，特別支援学校（病
弱）であった。昨今，特別支援学校（病弱）において，
発達障害があり心身症等の精神的な問題を抱える児童
生徒の進路指導の在り方に対する情報共有の機運が高
まりつつある（森山，2018）。しかし，特別支援学校

（知的障害）における進路指導に関する先行研究は散
見されるものの（藤井，2011；才藤・古井，2019など），
特別支援学校（病弱）における進路指導に関しては研
究が些少である。谷口（2019）は病弱児の社会的自立
を支援するキャリア教育の考え方や実践の組み立て方
について，現状では方向性が確立していないと指摘し
ている。そこで，本研究では特別支援学校（病弱）高
等部において高等学校に準ずる教育課程（以下，準ず
る教育課程）に沿って学ぶ発達障害のある生徒への進
路指導における課題と実践上の工夫について探索的に
明らかにする。

Ⅱ．研究方法

１．調査対象者
　高等部の準ずる教育課程に沿って学ぶ発達障害のあ
る生徒が在籍している６県６校の教員７名に協力を
依頼した（表１）。全員が進路指導主任（課長，主事）
もしくは高等部主事という役職に就いていた。年齢は
30代～50代で，教職経験年数の平均は27.6年（SD ＝6.5）
であった。

表１　調査対象者の属性

２．調査方法
　進路指導の詳細に関するデータを収集するため，イ
ンタビューガイドを作成し半構造化インタビューを
実施した。質問項目は，①発達障害のある生徒への
進路指導の進め方，②発達障害のある生徒への進路指
導における困難さや課題，③発達障害のある生徒が就
労を続けるために必要な職業準備性，④発達障害のあ

る生徒への進路指導において，あるとよいと思う学校
システムや社会システム，の４項目であった。調査は
201X 年３月下旬から６月上旬にかけて実施し，実施
時間は１校につき１時間から２時間程度であった。内
容は同意を得て IC レコーダーに録音し，逐語録を作
成した。
３．分析方法
　本研究では，佐藤（2008）の質的データ分析法を援
用した。この方法を用いた理由は，階層構造を明らか
にできるとともに，原文の意味や文脈に基づき，デー
タに根差した解釈を行うことができるためである。分
析は以下の手順で行った。まず，一定の意味のまと
まりを持った文章を抽出するセグメント化を行い，そ
のセグメントの内容を表す概念名をつけていくオープ
ン・コーディングを行った後，概念を定義した。続い
て，概念同士の関係を検討し，それらのコードの共通
性に従って，より抽象度の高い概念に置き換えていく
焦点的コーディングを行い，それらの概念をサブカテ
ゴリーとしてまとめた。この作業の過程においては，
概念のレベルだけで関係を明らかにするのではなく，
何度も概念を割り当てた逐語録データの原文脈に立ち
返り，検討を行った。また，サブカテゴリー間の関係
を検討し，より包括的なカテゴリーに集約するととも
に，カテゴリー間の関係を検討し，領域にまとめた。
　なお，分析結果の客観性を高めるため，コード化や
カテゴリー化の手続きをする際，26年間の教職経験と
３年間の発達障害生徒に対する指導経験を有する高等
学校教員１名と週に１回（90分），３週に渡り検討を
行った。検討内容の中心は，発話例と概念，概念と
サブカテゴリー・カテゴリー間のつながり，命名およ
び結果図の妥当性である。また，原文脈に立ち返って
分析することを容易にするため，分析の過程において
QSR International 社の QDA ソフトである NVivo 12 
Plus for Windows を使用した。
４．倫理的配慮
　調査対象者に対し，研究の目的と内容，調査への参
加の任意性と撤回の自由，調査への不参加による不利
益は一切生じないこと，個人情報および調査データの
管理と保護，調査データの目的外不使用について書面
および口頭により説明し，署名による同意を得た上で
実施した。なお，本研究は広島大学大学院教育学研究
科倫理審査委員会の承認を得た上で行った。

Ⅲ．結果

　分析の結果，41の概念，15のサブカテゴリー，７の
カテゴリーが生成された。また，カテゴリー間の関係
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を検討した結果，３つの領域に分けられた。領域，カ
テゴリー，サブカテゴリー，概念，発話例，発話者数，
発話例数を表２に示した。以下，文中においては領域
を［　］，カテゴリーを【　】，サブカテゴリーを《　》，
概念を〈　〉，概念の定義を『　』により表記する。
１．［課題］の概念・サブカテゴリー・カテゴリーの
生成

（１）【生徒本人に関する課題】
　『特別支援学校に入学したものの，本人が納得した
上での選択ではない』〈不本意入学〉，『様々な種類の
二次障害があり，心理・行動面に課題のある生徒の実
態が複雑である』〈二次障害の多様化〉，『不登校，集
団不適応の傾向があること』である〈不登校・不適応〉
は，登校することや授業や学校行事への参加など，学
校生活を安定して送ることへの影響があると考えられ
た。これらは学校生活全般に関わる修学上の課題であ
ると考えられたため，これら３つの概念を《学校生活
を安定して送ることの困難》にまとめた。『障害認識
や他者評価の受容，自分の適性や能力の把握が難しく，
進路選択に困難さが生じること』である〈本人の自己
理解の困難さ〉，『経験が少なく，知らないことやでき
ないことが多かったり，新奇場面に抵抗が生じたりす
る』〈経験不足〉，『生活習慣やスキル等，就労するた
めの土台となる力に関する課題である』〈職業準備性
の不足〉は，実際に実習や進路学習，就職後のアフター
ケアといった進路指導を実施する際に見えてくる課題
であることから，《進路指導を通して見えてくる課題》
とした。また，この２つのサブカテゴリーは生徒自身
の問題であると捉えられたため，【生徒本人に関する
課題】にまとめた。
（２）【学校システムに関する課題】
　『進路指導のみならず，特別支援教育，教科指導等
に関する必要な知識や経験が不足している』〈教員の
指導力不足〉，『教員間で指導方針や情報を共有し，共
通理解を図ることが難しい』〈教員の共通理解の困難
さ〉，『指導とケア，厳しさと優しさの狭間で教員が経
験する揺らぎ』である〈指導と支援における葛藤〉は，
いずれも教員の専門性に関わる問題であると捉えられ
たため，これら３つの概念を《教員の専門性の問題》
にまとめた。『単位数や授業時数の縛りがあり，学習
内容や実習の日数に制約がある』〈実習や作業学習の
制限〉，『欠席日数や欠課時数が多く進級が難しくなり，
原級留置や中途退学となる場合もある』〈進級に係る
困難さ〉，『生徒の進路決定まで高等部の３年間しか時
間がないこと』である〈３年間という時間的制約〉は，
準ずる教育課程が適用されることや時間の不足から生
じる問題であると考えられたため，これら３つの概念

を《準ずる教育課程・時間の縛り》にまとめた。《教
員の専門性の問題》は，教員の異動や研修体制，教員
間の協力体制に関わる問題であり，これら２つのサブ
カテゴリーは学校システムに関連すると考えられた。
そこで，これらの２つのサブカテゴリーを【学校シス
テムに関する課題】に集約した。
（３）【家庭と社会資源に関する課題】
　『保護者の対応に課題があり，支援が円滑に進まな
い』〈保護者との連携の困難さ〉，『保護者の子どもの
障害や特性に対する認識に問題がある』〈保護者の理
解不足〉，『家庭の経済状況や支援の得られない状況に
より，進学や就職の道を絶たれてしまう』〈家庭環境
による選択肢の狭まり〉は，家庭と学校が連携して生
徒の進路選択を支援することの困難さや，家庭からの
経済的援助が得られないために進路実現が難しくなる
ことであると考えられたため，《家庭からの支援の不
足》にまとめた。『進路先の事業所の数が少ないこと』
である〈受入れ事業所の不足〉，『事業所に障害者雇用
や障害特性について理解してもらうことの難しさ』で
ある〈事業所の理解不足〉，『特に就労継続支援Ａ型事
業所の運営に対して不安があり，進路先として薦める
ことに躊躇すること』である〈事業所の運営体制に対
する不安〉は，いずれも事業所の数や体制の問題であ
ると捉えられたため，《事業所の質と量の問題》にま
とめた。これらは生徒の進路選択に影響を与える学校
外の家庭と事業所という環境面の問題であると捉えら
れたため，これら２つのサブカテゴリーを【家庭と社
会資源に関する課題】として１つのカテゴリーにまと
めた。
　以上（１）～（３）のカテゴリーは進路指導上の課
題と考えられたため，［課題］の領域にまとめた。
２.［実践］の概念・サブカテゴリー
（１）【指導方針】
　『生徒に心理的に寄り添い，受容することで，教員
との信頼関係を築く』〈生徒との信頼関係の構築〉，『生
徒一人ひとりの成長のスピードに合わせ，無理のない
進路指導を行う』〈生徒のペースの尊重〉，『本人の意
思や納得しているかを確認し，本人の決定を大切にす
る』〈自己決定の尊重〉の実践は，生徒の心情や意思
を教員が受け容れることであると考えられたため，こ
れらを《受容的アプローチ》にまとめた。『一人ひと
りに応じた目標を立てて達成させ，自信をつけさせる』

〈達成感の積み上げ〉と『課題が努力で改善できる場
合は目標を立て具体的な行動をとらせる』〈自分の課
題の克服〉は，将来を見据えて具体的な目標を立て実
行に移させることであると考えられたため，これらを

《目標志向的アプローチ》にまとめた。『教員間で目的・
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情報を共有し，コミュニケーションを密にとりながら
進路指導を進める』〈教員間の情報共有・コミュニケー
ション〉と，『教員研修や発達検査等を通して生徒理
解を進める』〈生徒の実態把握〉は，教員が生徒の情
報を共有し，協力し合って進路指導に当たることであ
ると考えられたため，これらを《教員の連携・協働》
にまとめた。これらの３つのサブカテゴリーは，いず
れも進路指導の実践において重視されている方針であ
ると考えられたため，これらを【指導方針】に集約した。
（２）【進路実現に向けた指導・支援内容】
　『学校行事・日々の生活・自立活動等の授業を通し
て自分を知る』〈授業・学校生活を通した自己理解〉と，

『実習に取組み，振り返ることによって気づきを得る』

〈実習と振り返りを通した自己理解〉は，いずれも自
分の能力や興味関心，特性を知るための学習であるた
め，《自己理解の促進》にまとめた。『教育課程の中身
を進路指導という観点から見直したり，進路に関する
学習活動を入れたりする』〈教育課程・学習内容の工
夫〉と，『実習を年間計画に入れたり，必要に応じて
臨時に入れたりする』〈定期・不定期の実習の実施〉は，
実習を通じて能力を伸ばすだけでなく，進路選択の一
助とされているため，これらを《能力の伸長・見極め》
にまとめた。『学習や実習前の指導の一環で実際の事
業所を訪れて見学する』〈事業所見学〉，『担任だけで
なく，進路指導担当者も本人や保護者と何度も話し合
いを重ねる』〈定期・不定期の面談の実施〉，『進路決
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定に向けて必要な情報を適宜様々な方法で本人，保護
者に提供する』〈情報提供〉は，得られる情報により
進路決定をするための見通しを持ち，不安が解消で
きると考えられたことから，《見通しを持たせる支援》
にまとめた。これらの３つのサブカテゴリーは，進路
を決定していくために必要と考えられる力を伸ばした
り，知識を与えたりすることであると捉えられたため，

【進路実現に向けた指導・支援内容】のカテゴリーに
集約した。
（３）【地域社会とのつながりの構築・維持】
　『実習の際に教員が付き添ったり巡回したりして指
導する』〈実習における教員の付添・巡回指導〉，『実
習や就労の受入れ先となる事業所の開拓や理解啓発を
行う』〈事業所の新規開拓〉，『障害名で決めつけるの
ではなく，企業に人柄や能力等，多面的に生徒を見て
もらうようにする』〈個の重視による就労可能性の拡
大〉は，いずれも事業所に対する教員側からのアプロー
チであるため，これらを《事業所への働きかけ》にま
とめた。また，『在学中から卒業後を見通して支援機
関とつなぎ，支援体制を作っておく』〈切れ目のない
連携支援〉と，『卒業後も教員が他機関と連携しなが
ら関わって支援すること』である〈卒業後のフォロー
アップ〉は，教員だけでなく，他機関と関わりながら
の進路指導であるため，これらの概念を《関係機関と
の連携・協働》にまとめた。これらの２つのサブカテ
ゴリーは，生徒が卒業した後の地域生活を見越してつ
なぐだけでなく，卒業後も教員や支援者が関わり続け
ていくための取組みであると考えられたため，これら
を【地域社会とのつながりの構築・維持】に集約した。
　以上（１）～（３）のカテゴリーは実践上の工夫と
考えられるため，［実践］の領域にまとめた。
３.［到達点］の概念・サブカテゴリー
（１）【高等部卒業後の進路】
　『本人の得意なことや特性に合った職場とマッチン
グする』〈特性を生かした一般就労〉，『生徒の状況に
応じて一般就労ではなく福祉的就労や福祉サービスの
利用を選択する』〈福祉的就労・サービスの利用〉，『本
人の希望に応じた学校に進学する』〈進学〉，『卒業時
に進路・行き先が決まっておらず，家居となる』〈家居・
在宅〉等，生徒の進路先は多様であると考えられたた
め，これらの概念を《多様な進路選択》にまとめ，卒
業時点の進路であるため【高等部卒業後の進路】とし，
カテゴリーを［到達点］とした。
４.［課題］の概念間の関連
　［課題］の概念同士の関連について，逐語録の原文
脈に立ち返って検討した（図１）。なお，［到達点］の
うち，概念〈家居・在宅〉を含めて検討した。

　【生徒本人に関する課題】の中で，進路指導におい
て大きな影響を及ぼしていたのは，〈不本意入学〉，〈不
登校・不適応〉，〈二次障害の多様化〉から成る《学校
生活を安定して送ることの困難》であった。進路指導
を始める以前に，学校適応が課題となっていると推察
された。中学校段階までに〈不登校・不適応〉となり，
それらも含めた二次障害が多様化していき，結果的に
高等部に進学したものの〈不本意入学〉という納得い
かない状況にあるケースもあった。この〈不本意入学〉
は，〈不登校・不適応〉の問題と相互に関連しており，〈不
本意入学〉から〈不登校・不適応〉につながる場合も
あれば，〈不登校・不適応〉であるために〈不本意入学〉
したケースもあった。また，障害認識がなく自分が入
学した理由が理解できないという〈本人の自己理解の
困難さ〉から〈不本意入学〉の状態につながっていた。
　また，〈不登校・不適応〉や〈二次障害の多様化〉
の課題から，教員の〈指導と支援における葛藤〉が生
まれていた。インタビューの中では，生徒に厳しくす
ると〈不登校・不適応〉の状態が悪化することや〈実
習や作業学習の制限〉があるために指導が限られてし
まうこと，〈３年間という時間的制約〉の中での指導
と支援のバランスをとることの難しさ，保護者の意向
に沿うと指導がしづらいという〈保護者との連携の困
難さ〉が語られた。そして，〈不登校・不適応〉の問
題は〈保護者との連携の困難さ〉があり支援が行いに
くいという問題につながっており，〈３年間という時
間的制約〉と相俟って，進路指導が円滑に進まなくなっ
ていた。〈保護者との連携の困難さ〉がある場合，結
果として進路決定に結びつかず，〈家居・在宅〉となっ
ているケースもあった。また，〈不登校・不適応〉の
生徒の中には，進路実現以前に中途退学に結びついて
しまうケースがあった。こうした課題は〈進級に係る
困難さ〉の問題の中で語られた。さらに，卒業できて
も進路が未決定のまま〈家居・在宅〉となる場合もあ
ることが示された。調査の中では，〈不登校・不適応〉
や精神疾患や二次障害の悪化のために進路が決まらな
かったケースが語られた。これには〈受入れ事業所の
不足〉が関係しているケースもあった。《進路指導を
通して見えてくる課題》の中では，自分の障害や困難
さを認識できず，自分の能力に合った進路選択に困難
さが生じる〈本人の自己理解の困難さ〉が〈保護者の
理解不足〉と関連していた。障害認識がないために，
進路の選択肢として福祉的就労を考えられなかった
り，就職しても支援を得ることを嫌がったりするケー
スが問題となっていた。また，〈本人の自己理解の困
難さ〉は新しい経験をすることに抵抗を示す結果，〈経
験不足〉につながっていた。〈経験不足〉は〈実習や
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作業学習の制限〉や〈保護者の理解不足〉の影響を受
け，〈職業準備性の不足〉につながっていた。〈職業準
備性の不足〉は在学中に解決されず，卒業後就労して
からの離職原因となっていることも語られた。
　【学校システムに関する課題】および【家庭と社会
資源に関する課題 】の中の概念のうち，〈教員の共通
理解の困難さ〉は〈二次障害の多様化〉から生じていた。
障害の多様化のために，共通理解が図りにくくなって
いることが語られた。また，〈教員の指導力不足〉の
ために，指導についての共通理解が図られないことも
課題となっていた。〈事業所の理解不足〉は〈受け入
れ事業所の不足〉につながっており，企業開拓におい
て受け入れてもらえず断られるケースが語られた。一
方，〈家庭環境による選択肢の狭まり〉と〈事業所の
運営体制に対する不安〉は，どの概念とも関連が見出
されなかった。
５．［実践］および［到達点］と［課題］の対応関係
　［実践］および［到達点］と［課題］の概念間およ
び概念・サブカテゴリー間の関係について検討した。
（１）【指導方針】との関連
　発達障害のある生徒に対する進路指導の実践とし
て，《受容的アプローチ》，《目標志向的アプローチ》，《教
員の連携・協働》が【指導方針】とされていた。基本
方針となっていたのは，〈生徒との信頼関係の構築〉，

〈生徒のペースの尊重〉，〈自己決定の尊重〉から成る《受
容的アプローチ》であった。これらは〈不登校・不適
応〉や〈二次障害の多様化〉といった《学校生活を安
定して送ることの困難》に対応しており，信頼関係を
基本とし，無理はさせずに本人の決定を尊重する姿勢
がとられていた。この《受容的アプローチ》の上で，〈達
成感の積み上げ〉や〈自分の課題の克服〉をさせる《目
標志向的アプローチ》がとられていた。これは〈本人
の自己理解の困難さ〉や〈職業準備性の不足〉といっ
た《進路指導を通して見えてくる課題》に対応してい
た。そして，進路指導を行う上では，〈教員間の情報
共有・コミュニケーション〉と〈生徒の実態把握〉か
ら成る《教員の連携・協働》が重視されていた。これ
は〈教員の共通理解の困難さ〉や〈教員の指導力不足〉
に対応するための方針とされていた。このように，教
員間で生徒の目標や実態を共有し，コミュニケーショ
ンを密にとりながら進路指導を進めていくことが，【指
導方針】の一つとなっていた。
（２）【進路実現に向けた指導・支援内容】との関連
　具体的な進路指導においては，〈本人の自己理解の
困難さ〉に対応する実践として〈授業・学校生活を通
した自己理解〉と〈実習と振り返りを通した自己理解〉
が行われ，《自己理解の促進》が図られていた。また，

〈実習や作業学習の制限〉や〈経験不足〉，〈職業準備



─ 388 ─

河村佐和子・船橋篤彦・林田真志

性の不足〉といった《進路指導を通して見えてくる課
題》に対して，〈教育課程・学習内容の工夫〉や〈定期・
不定期の実習の実施〉といった取り組みがなされてい
た。これらを通して，《能力の伸長・見極め》を行い，
進路実現が目指されていた。さらに，《定期・不定期
の実習の実施》は，《受入れ事業所の不足》や《事業
所の理解不足》にも対応する実践となっていた。そし
て，〈事業所見学〉や〈定期・不定期の面談の実施〉，〈情
報提供〉といった《見通しを持たせる支援》を行うこ
とで，〈保護者との連携の困難さ〉や〈保護者の理解
不足〉への対応がなされていた。このように，定期・
不定期に生徒や保護者と面談を重ね，進路に関する情
報を提供することで，保護者との関係性を作りながら，
進路指導が進められていた。
（３）【地域社会とのつながりの構築・維持】および【高

等部卒業後の進路】との関連
　〈実習における教員の付添・巡回指導〉や〈事業所
の新規開拓〉，〈個の重視による就労可能性の拡大〉は，
地域における社会資源の不足を補い，〈受入れ事業所
の不足〉や〈事業所の理解不足〉に対応し，生徒の実
習先や就職先を増やす取り組みとして行われていた。
事業所が生徒の実習を引き受けることで，事業所側の
理解が促進されるという効果も期待されていた。進路
指導においては，これまでに述べた様々な実践を通じ
て，生徒を〈特性を生かした一般就労〉や〈福祉的就労・
サービスの利用〉，〈進学〉等の様々な【高等部卒業後
の進路】につなげていた。〈福祉的就労・サービスの
利用〉により，〈３年間という時間的制約〉の中では
なし得なかったことを引き継ぎ，卒業後も訓練が続け
られているケースも語られた。一方，進路先が決まら
ず，〈家居・在宅〉となるケースもあった。こうした
中のどのようなケースにおいても，在学時より〈切れ
目のない連携支援〉を行い，〈卒業後のフォローアップ〉
をすることで，【地域社会とのつながりの構築・維持】
が目指されていた。こうした支援は，〈保護者との連
携の困難さ〉があるケースや〈家居・在宅〉となった
ケースに対応した実践にもなっており，卒業しても何
らかの支援が継続して受けられるような体制が在学中
から作られていた。
　このように，進路指導において生じている様々な課
題に対応して，具体的な実践が行われていた。一方，〈指
導と支援における葛藤〉，〈進級に係る困難さ〉，〈家庭
環境による選択肢の狭まり〉，〈事業所の運営体制に対
する不安〉の４つの課題に関する概念と実践との対応
関係は見出されなかった。

Ⅳ．考察

　本調査の結果より，様々な課題や実践上の工夫が見
出されたが，ここでは主な特徴であると考えられる点
に絞って考察する。
１．課題の主な特徴
　一点目に，本調査で語られた二次障害には精神疾患
や行動・情緒の問題等，様々な種類が含まれていたが，
特に〈不登校・不適応〉の進路指導への影響は大きい
ことが推察された。松本（2017）は，集団への適応の
問題は現在の学校生活だけでなく，卒業後の生活にも
関わる最重要課題であると述べている。不登校経験が
あり，児童青年期から精神科に継続通院している高
機能の自閉症スペクトラム者における成人後の無業や
ひきこもりの割合は高いことが指摘されている（武井
ら，2017）。〈不登校・不適応〉の生徒の場合，進路に
関する学習を積み重ねていく機会や時間が少なくなる
と推察される。加えて，本調査では《準ずる教育課程・
時間の縛り》があるために，〈実習や作業学習の制限〉
があり，生徒に必要と思われる体験的な学習をさせる
時間が確保しづらいことも課題に挙がっていた。《進
路指導を通して見えてくる課題》を改善するためにも，
体験的な学習の機会を増やす方法を検討する必要があ
る。また，特別支援学校（病弱）においては，治療と
並行しながら学習を進める必要がある他，入院が転入
学の前提となっている学校もあり，医療機関と連携し
た取り組みを検討していく必要がある。医師やスクー
ルカウンセラー等の専門家とも連携しながら，二次障
害のある生徒に適した進路指導や進路学習の在り方を
検討することが重要であると考えられた。
　二点目に，《家庭からの支援の不足》が大きな問題
となっていることが見出された。〈保護者との連携の
困難さ〉だけでなく，〈家庭環境による選択肢の狭ま
り〉という課題も挙がっており，経済的な問題により
進学を諦めたり，家庭の支援が得られずに就労を諦め
たりするなど，生徒の進路選択の幅が狭まることにつ
ながる可能性が示唆された。内閣府（2017）によると，
2016年度の大学等の進学率は，全世帯が73.2%であっ
たのに対して，生活保護世帯は33.1％，児童養護施設
入所者の高校卒業後進学率は24.0％であった。小野川
ら（2016）は，特別支援学校（病弱）に転入してくる
子どもたちの背景には経済的困難，養育問題，虐待と
いった深刻な家庭問題が幾重にも重なり，それらが生
活や心身の発達に大きな影響を与えていることを見出
しているが，本調査ではそのような育ちの履歴が進路
選択にも影響する可能性が示された。また，貧困を抱
えた親子は，貧困だけを抱えているわけではなく，虐



─ 389 ─

特別支援学校（病弱）高等部における発達障害のある生徒に対する進路指導の課題と実践

待，ひとり親，精神疾患，依存症，発達障害，不安定
雇用など，様々な困難を複合して抱えていることが指
摘されている（小野川ら，2016）。そうした問題は社
会的孤立，無力感の増大などの困難を生み出すことに
もつながっていく（山田，2016）。そのため，教員が
生徒本人の抱える課題だけではなく，保護者の抱える
課題とも向き合わなければならない実態があると考え
られた。
２．実践の主な特徴
　［到達点］に示されたように，発達障害のある生徒
の高等部卒業後の進路は，一般就労，福祉的就労，福
祉サービスの利用，進学，在宅と多様である。このよ
うな多様な進路や，上述したような複雑な課題に対応
するためには，実践上の様々な工夫が必要であると考
えられる。
　実践上の特徴の一点目に，《学校生活を安定して送
ることの困難》の課題に対応すると考えられる《受容
的アプローチ》を行うという方針が挙げられる。従来
から不登校や心身症等の生徒を受け入れてきた特別支
援学校（病弱）においては，受容することや安心感を
高める取組みが重視されており，そのために教師と生
徒が一対一の関係を築く実践が大切にされてきた（武
田，2004）。進路指導においても，これまでの生育歴
の中で迫害体験や傷つき体験をしてきた不登校や二
次障害のある生徒に対しては，まずは生徒との信頼
関係の構築を図ることが重視されていると考えられ
た。様々な困難さを抱える生徒にとって，進路選択と
いう次なる一歩を踏み出すための意欲を取り戻すため
には，学校が安心できる居場所となり，自己の存在を
肯定されることが重要であると考えられた。そうして
学校生活を安定して送ることができるようになってか
ら，進路に向けた学習を行う段階へと進んでいけると
考えられる。
　二点目に，地域の関係機関とのつながりが在学中か
ら構築されるとともに，卒業後もその維持が図られて
いることが挙げられる。〈切れ目のない連携支援〉は

［実践］の概念の中で最も発話例数の多い概念の一つ
で，対象者７名すべてが言及していた。在学中から本
人，保護者が関係機関とつながりを持てる機会を用意
し，〈卒業後のフォローアップ〉を通して作られたつ
ながりの維持が図られる目的は，社会的孤立を防ぐ
ことにあるのではないかと考えられる。日本学術会議
社会学委員会社会福祉学分科会（2018）は，社会との
つながりが弱い人のニーズ特性として，「声を奪われ

（VOICELESS）支援ニーズが表明できない」「支援ニー
ズの多様化，深刻化，複合化による支援の困難さ」「受
援力の脆弱性による継続的支援の困難さ」の３点を挙

げている。卒業時点で〈家居・在宅〉となる場合や，
卒業後に離職や病状の悪化等により社会とのつながり
が弱まり，支援が受けづらくなる可能性も想定される
ため，教員が卒業後も生徒との関係を維持していくこ
とや，行政，医療，福祉関係者のいずれかであって
も，つながり続けることは重要な意味を持つと考えら
れた。

Ⅴ．まとめと今後の課題

　特別支援学校（病弱）高等部における発達障害のあ
る生徒に対する進路指導においては，実習や事業所見
学等の体験的な学習や面談等が行われていたが，二次
障害や家庭環境の問題等により，円滑に進まない場合
があることが示された。また，受容的な関わりや卒業
後もつながりを維持することが重要な実践内容となっ
ていた。
　本研究は仮説生成段階にとどまり，現場での検証ま
でには至らなかった。複雑な課題を抱える発達障害の
ある生徒に対してどのような進路指導が有効であるの
か，実践を通して検証していく必要がある。また，概
念同士の関連を検討した結果，他の概念との関連が見
出されない概念があった。本来であれば関連が見出さ
れるまでフォローアップインタビューをすべきところ
であるが，物理的制約から実施できなかったことは，
本研究の限界である。加えて，実践との対応関係が見
出されなかった４つの課題に関する概念については，
進路指導としては実践がなされていない課題である
か，実践することが困難な課題である可能性も考えら
れる。さらなる調査が必要である。さらに，一口に特
別支援学校（病弱）と言っても，単独校か他障害との
併置校かといった学校形態や地域性等，実態は学校ご
とに様々に異なることが推測される。それぞれの学校
の実態に応じ，特色を生かした教育の中身を検討し，
充実させていくために，今後の研究の蓄積が必要であ
る。
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